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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
機器の動作状態を表示する発光表示部であって、前記機器の本体ハウジング内に内装した
光源の発光を前記本体ハウジング外に導光する導光レンズを備え、
　前記導光レンズは、前記本体ハウジングに設けた挿通ボス部を貫通して当該本体ハウジ
ングの内部に至る導光部と、前記本体ハウジングの外部において該導光部から側方へ張り
出す表示部を有し、該表示部と前記挿通ボス部を凹凸嵌合させて該表示部から前記挿通ボ
ス部の内部への浸水経路が少なくとも２箇所でＵ字形に屈曲されて遮蔽された構成とした
発光表示部。
【請求項２】
請求項１記載の発光表示部であって、前記挿通ボス部の端面を前記表示部の端面に当接さ
せた発光表示部。
【請求項３】
請求項１又は２記載の発光表示部であって、前記導光レンズの導光部に前記挿通ボス部に
対する圧入代を持たせるための圧入凸部を設けた発光表示部。
【請求項４】
請求項１又は２記載の発光表示部であって、前記導光レンズの導光部若しくは前記挿通ボ
ス部の挿通孔の少なくとも一方に防水凸部を全周にわたって設けた発光表示部。
【請求項５】
請求項４記載の発光表示部であって、前記挿通ボス部の挿通孔の内周面に前記防水凸部を
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全周にわたって設けた発光表示部。
【請求項６】
請求項１～５の何れか１項に記載した発光表示部であって、前記表示部に、前記導光部の
延びる方向に直交する押圧面を設けた発光表示部。
【請求項７】
請求項１～６の何れか１項に記載した発光表示部であって、前記導光レンズは相互に平行
に隣接する２本の導光部を備え、該２本の導光部に対応して前記挿通ボス部を２つ設けた
発光表示部。
【請求項８】
電動工具の電源として用いるバッテリを充電するための充電器であって、請求項１～７の
何れか１項に記載した発光表示部を備えた充電器。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば電動工具用バッテリの充電器における発光表示部であって、各種機器
の動作状態等を発光ダイオード等の発光体により表示する発光表示部に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば充電式電動工具用のバッテリを充電するための充電器には、バッテリの充電状態
等を発光体の点灯状態や点滅状態で識別するための発光表示部が設けられている。この発
光表示部により、使用者はバッテリの充電状態を一目で確認することができる。下記の特
許文献には、電動工具用バッテリの充電器における発光表示部に関する技術が開示されて
いる。
【０００３】
　特許文献１には、導光レンズの隣接する２つの発光表示部を高さ方向にずらして配置す
る場合に、両発光表示部間にスリットを設けて両発光表示部間の光透過性を小さくするこ
とにより当該両発光表示部の視認性を高める技術が開示されている。特許文献２には、光
源である発光ダイオードの光を集光して二次発光する導光レンズの発光部をハウジング外
面から突き出して配置することにより当該発光部の発光状態を斜め方向からも見えやすい
ようにした技術が開示されている。
【０００４】
　この種の充電器を例えば屋外で使用し、雨水等が発光表示部にあたったり、屋内で使用
する場合であっても使用者が誤って飲料水等を発光表示部にこぼしてしまうことも想定さ
れ、この場合には発光表示部から浸水して作動不良の原因になるおそれもある。このため
、この種の充電器における発光表示部についても適切な防水対策を施す必要がある。一般
に電気機器における発光表示部の防水対策としては、例えば導光レンズを機器ハウジング
に圧入して防水する（第１の対策）、Ｏリング等の弾性体を装着して防水する（第２の対
策）、発光表示部の全体にラベルを貼り付けて防水する（第３の対策）といった各種の防
水対策が考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－１２１２４０号公報
【特許文献２】特開２００８－２３６８７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記第１の対策では、導光レンズの圧入部位が複数箇所に及ぶ場合には
同部位間のピッチについて高い精度が確保されていないと圧入が緩んで防水性が低下する
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問題がある。また、第２の対策では、部品点数が増大し、Ｏリング等の弾性体装着作業の
工数が増すことによりコストアップを招く問題がある。さらに、第３の対策では、意匠デ
ザインの観点からラベルを貼り付けることが困難な場合には防水対策を施すことができな
いといった問題がある。
【０００７】
　本発明は、機器の動作状態等を表示する発光表示部について、上記のような問題を生ず
ることなく高い防水対策を施すことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記した課題は、以下の各発明によって解決される。第１の発明は、機器の動作状態を
表示する発光表示部である。第１の発明に係る発光表示部は、機器の本体ハウジング内に
内装した光源の発光を本体ハウジング外に導光する導光レンズを備えている。導光レンズ
は、本体ハウジングに設けた挿通ボス部を貫通して当該本体ハウジングの内部に至る導光
部と、本体ハウジングの外部において導光部から側方へ張り出す表示部を有している。第
１の発明では、表示部と挿通ボス部を凹凸嵌合させて該表示部から挿通ボス部の内部への
浸水経路が少なくとも２箇所で遮蔽された構成となっている。
【０００９】
　第１の発明によれば、導光レンズ側の表示部と本体ハウジング側の挿通ボス部が凹凸嵌
合されている。これにより、本体ハウジングの外部から挿通ボス部の内部に至る浸水経路
がすくなくとも２箇所で遮蔽されている。挿通ボス部の内部（本体ハウジング内）に至る
浸水経路が少なくとも２箇所で遮蔽されていることにより、雨水や飲料水等の水分が挿通
ボス部内に浸水することが防止される。
【００１０】
　このように第１の発明によれば、従来のように導光部を挿通ボス部に対して圧入する必
要はなく、Ｏリング等の弾性体を用いる構成ではなく、しかもラベルを貼り付ける必要が
ないことから、コストアップや意匠デザイン上の制約を受けることなく、発光表示部の防
水機能を高めることができる。
【００１１】
　第２の発明は、第１の発明において、挿通ボス部の端面を表示部の端面に当接させた発
光表示部である。
【００１２】
　第２の発明によれば、挿通ボス部の端面が表示部の端面に当接していることにより、水
分の浸水経路が途中で塞がれた状態となり、これにより一層防水機能を高めることができ
る。
【００１３】
　第３の発明は、第１又は第２の発明において、導光レンズの導光部に挿通ボス部に対す
る圧入代を持たせるための圧入凸部を設けた発光表示部である。
【００１４】
　第３の発明によれば、挿通ボス部に対して導光部が圧入されてその抜け止めがなされる
ことにより導光レンズの本体ハウジングからの不用意な脱落を防止することができる。ま
た、導光部の外面に部分的に圧入凸部を設けて圧入代とすることから、全面当たり状態で
圧入する構成に比してより楽に導光レンズを本体ハウジングに組み付けることができる。
【００１５】
　第４の発明は、第１又は第２の発明において、導光レンズの導光部若しくは前記挿通ボ
ス部の挿通孔の少なくとも一方に防水凸部を全周にわたって設けた発光表示部である。
【００１６】
　第４の発明によれば、導光部と挿通孔との間でも浸水経路が遮断されて当該発光表示部
の防水性をより一層高めることができる。防水凸部は、上記防水機能に加えて、挿通ボス
部に対して導光部を保持するための圧入代としても機能させることができる。防水凸部は
、導光部若しくは挿通孔の一方または双方に設けることができる。防水凸部は導光部の長
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手方向（浸水経路方向）に複数設けることができる。
【００１７】
　第５の発明は、第４の発明において、挿通ボス部の挿通孔の内周面に前記防水凸部を全
周にわたって設けた発光表示部である。
【００１８】
　第５の発明によれば、導光部に変更を加えることなく、発光表示部の防水機能を高める
ことができる。
【００１９】
　第６の発明は、第１～第５の何れか一つの発明において、表示部に、導光部の延びる方
向に直交する押圧面を設けた発光表示部である。
【００２０】
　第６の発明によれば、導光部を挿通ボス部に圧入する際に、押圧面に指先を押し当てて
圧入力を加えることにより当該導光部に対して効率よく圧入力を作用させることができ、
ひいては導光レンズの組み付けを迅速かつ楽に行うことができる。押圧面は、導光部の延
びる方向（圧入方向）に対して直交していることから、押し当てた指先の滑り止めの機能
を持たせることができる。
【００２１】
　第７の発明は、第１～第６の何れか一つの発明において、導光レンズは相互に平行に隣
接する２本の導光部を備え、該２本の導光部に対応して前記挿通ボス部を２つ設けた発光
表示部である。
【００２２】
　第７の発明によれば、導光部を全面当たり状態で挿通ボス部に圧入して防水性を確保す
る構成ではないことから、相互に平行に隣接する２本の導光部をそれぞれ挿通ボス部に挿
通するために両導光部相互のピッチ及び両挿通ボス部相互のピッチについて高い精度で配
置されていなくとも防水性が損なわれることがなく、結果として低コストで高い防水性を
確保することができる。
【００２３】
　第８の発明は、電動工具の電源として用いるバッテリを充電するための充電器であって
、請求項１～７の何れか１項に記載した発光表示部を備えた充電器である。
【００２４】
　第８の発明によれば、充電器の発光表示部について、コストアップを招くことなく、か
つ意匠デザイン上の制約を受けることなく高い防水性を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施形態に係る発光表示部を備えた充電器の全体斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係る発光表示部を備えた充電器の平面図である。
【図３】本実施形態に係る発光表示部の拡大斜視図である。
【図４】導光レンズを取り外した状態の発光表示部の拡大斜視図である。
【図５】図２の(V)-(V)線断面矢視図であって、発光表示部の縦断面図である。
【図６】図５の(VI)-(VI)線断面矢視図であって、発光表示部の縦断面図である。
【図７】図５の(VII)-(VII)線断面矢視図であって、発光表示部の横断面図である。
【図８】導光レンズ単品の斜視図である。本図は、斜め上方から見た図である。
【図９】導光レンズ単品の斜視図である。本図は、斜め下方から見た図である。
【図１０】バッテリパック単体の斜視図である。
【図１１】充電器を底面側から見た斜視図である。
【図１２】充電器の正面図である。本図では、脚部が縦断面で示されている。
【図１３】壁掛け部の縦断面図である。
【図１４】充電器の内部構造を示す斜視図である。本図は、本図は本体ハウジングの上ハ
ウジングを取り外した状態で示されている。
【図１５】別形態の発光表示部の縦断面図である。
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【図１６】排気口を備えた充電器の平面図である。
【図１７】図１６の(XVII)-(XVII)線断面矢視図であって、排気口及び冷却ファンの縦断
面図である。
【図１８】冷却ファンの吹き出し口端面を水平に位置させた場合と傾斜させた場合を比較
して示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　次に、本発明の実施形態を図１～図１８に基づいて説明する。図１に示すように本実施
形態では、発光表示部２０を備えた機器の一例として充電器１を例示する。この充電器１
は、電動ねじ締め機等の主として手持ち式の電動工具、園芸工具、ハンディクリーナ等の
電源として用いられるスライド取り付けタイプのバッテリパック２を充電する機能を備え
ている。図１０にはバッテリパック２が単体で示されている。
【００２７】
　図１及び図２に示すように充電器１は、上ハウジング１１と下ハウジング１２に分離可
能な半割り構造の本体ハウジング１０を備えている。上ハウジング１１の上面に、充電す
るバッテリパック２を取り付けるためのバッテリ取り付け部１４を備えている。バッテリ
取り付け部１４には、左右一対のレール受け部１４ａ，１４ｂと、合計５つの接続端子１
４ｃ～１４ｇが配置されている。５つの接続端子１４ｃ～１４ｇは、左右のレール受け部
１４ａ，１４ｂ間に配置されている。５つの接続端子１４ｃ～１４ｇのうち、より後ろ側
に配置された２つの接続端子１４ｃ，１４ｄが正負の電源端子であり、前側の３つの接続
端子１４ｅ，１４ｆ，１４ｇがバッテリパック２との間で電圧情報や温度情報等の各種情
報を送受信するための信号用端子となっている。
【００２８】
　図１中白抜き矢印で示すようにバッテリ取り付け部１４に対してバッテリパック２を前
方へスライドさせて取り付けることができ、バッテリパック２を後方へスライドさせて取
り外すことができる。図１０に示すようにバッテリパック２は、矩形箱体をなすバッテリ
ケース内に複数本のバッテリセルを内装したリチウムイオンバッテリで、その上面に左右
一対のレール部２ａ，２ｂと、両レール部２ａ，２ｂ間に配置された合計５つの端子受け
部２ｃ～２ｇを備えている。端子受け部２ｃ，２ｄが電源接続用の正負の端子受け部で、
端子受け部２ｅ，２ｆ，２ｇが信号接続用の端子受け部となっている。
【００２９】
　バッテリパック２の上面後部側には、ロック爪部２ｈが上下に進退可能に設けられてい
る。このロック爪部２ｈは、上方に突き出す方向にばね付勢されている。バッテリパック
２の後面には、ロック解除用のアンロックレバー２ｉが設けられている。このアンロック
レバー２ｉを指先で押し下げ操作すると、ロック爪部２ｈがばね付勢力に抗して下方のア
ンロック位置に退避する。
【００３０】
　バッテリパック２をその上面を下方に向けた姿勢で、充電器１のバッテリ取り付け部１
４に対してスライドさせて取り付けると、左右のレール部２ａ，２ｂがそれぞれレール受
け部１４ｂ，１４ａに係合し、かつロック爪部２ｈが係合部１４ｈに係合して取り付け状
態にロックされる。この取り付け状態では、充電器１側の正負の接続端子１４ｃ，１４ｄ
がバッテリパック２側の端子受け部２ｃ，２ｄに接続される。また、この取り付け状態で
は、充電器１側の接続端子１４ｅ，１４ｆ，１４ｇがバッテリパック２側の端子受け部２
ｅ，２ｆ，２ｇに接続される。
【００３１】
　バッテリ取り付け部１４にバッテリパック２が取り付けられることにより、電圧情報や
温度情報等の各種情報の管理下でバッテリパック２に電力が供給されて充電される。バッ
テリパック２の充電状態が発光表示部２０により報知される。本発明は、この発光表示部
２０の防水構図について従来にない特徴を有している。発光表示部２０は、色の異なる発
光部の点灯及び点滅の状態により、充電開始、充電完了、異常状態等の各種の情報を報知
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する機能を有している。
【００３２】
　図１～図３に示すように発光表示部２０は、上ハウジング１１の前部に設けた段差部１
３に設けられている。段差部１３は、上ハウジング１１の前部の傾斜面部１１ａに設けら
れている。傾斜面部１１ａを一部ほぼＬ字形に切り欠いて段差部１３が設けられている。
段差部１３の底部１３ａは水平な平坦面に形成されている。
【００３３】
　発光表示部２０は、透明樹脂製の導光レンズ２１を備えている。図８及び図９には導光
レンズ２１が単体で示されている。導光レンズ２１は、平板形状の表示部２１ａと２本の
導光部２１ｂ，２１ｃを備えている。表示部２１ａと導光部２１ｂ，２１ｃは一体に成形
されている。表示部２１ａは、左右方向に長い四角形を有している。表示部２１ａの前後
側部及び左右側部はそれぞれ相互に平行であり、左右側部は前後側部に対して傾斜してい
る。このため、当該表示部２１ａは平面的に見て概ね平行四辺形を有している。この表示
部２１ａの下面には、防水壁部２１ａａが下方に張り出す状態に設けられている。防水壁
部２１ａａは、表示部２１ａの下面の周縁に沿って全周にわたって設けられている。表示
部２１ａの上面は平坦な押圧面２１ａｂとされている。
【００３４】
　２本の導光部２１ｂ，２１ｃは、それぞれ表示部２１ａの下面から相互に平行に下方へ
延びている。２本の導光部２１ｂ，２１ｃは、表示部２１ａの押圧面２１ａｂに対してそ
れぞれ直角方向に延びている。２本の導光部２１ｂ，２１ｃは、左右に並列配置されてい
る。２本の導光部２１ｂ，２１ｃは、それぞれ断面矩形の角柱形を有している。２本の導
光部２１ｂ，２１ｃには、それぞれ以下説明する挿通ボス部１５に対する圧入代を付ける
ための圧入凸部２１ｄが設けられている。
【００３５】
　図７に示すように圧入凸部２１ｄは、導光部２１ｂ，２１ｃの前後の両側面にそれぞれ
１本ずつ長手方向に延びる状態に設けられている。また、圧入凸部２１ｄは、左側の導光
部２１ｂの左側面に１本、右側の導光部２１ｃの右側面に１本それぞれ長手方向に延びる
状態に設けられている。左側の導光部２１ｂの右側面と、右側の導光部２１ｃの左側面に
、圧入凸部２１ｄは設けられていない。左右の導光部２１ｂ，２１ｃの相互に対向する側
面に圧入凸部２１ｄが設けられていないことにより、両導光部２１ｂ，２１ｃ間のピッチ
と後述する挿通ボス部１５間のピッチの寸法誤差が吸収される。これにより、両導光部２
１ｂ，２１ｃがそれぞれ挿通孔１５ａに対して無理な力が付加されることなくスムーズに
圧入されて表示部２１ａの傾きが回避されるようになっている。
【００３６】
　図４には発光表示部２０から導光レンズ２１を取り外した状態が示されている。図４に
示すように段差部１３の底部１３ａに、２つの挿通ボス部１５が設けられている。２つの
挿通ボス部１５の内周側にはそれぞれ矩形の挿通孔１５ａが設けられている。挿通孔１５
ａは、本体ハウジング１０の内部に貫通している。この２つの挿通孔１５ａに対してそれ
ぞれ導光レンズ２１の導光部２１ｂ，２１ｃが圧入されて、表示部２１ａが底部１３ａに
被さるように（平行に）固定される。図７に示すように導光レンズ２１の表示部２１ａが
底部１３ａに被さるように固定された取り付け状態では、防水壁部２１ａａが表示部２１
ａの下面周縁から底部１３ａ側に張り出す状態に位置する。
【００３７】
　また、図５及び図６に示すように導光レンズ２１の取り付け状態では、両挿通ボス部１
５の上面が表示部２１ａの下面に当接された状態となる。一方、防水壁部２１ａａの下端
と、段差部１３の底部１３ａとの間には僅かな隙間が発生している。これにより両挿通ボ
ス部１５の上面が表示部２１ａの下面に確実に当接されるようになっている。防水壁部２
１ａａが挿通ボス部１５の周囲において表示部２１ａの下面周縁から段差部１３の底部１
３ａに当接する直前まで延びた状態とされることにより、挿通ボス部１５の挿通孔１５ａ
内への浸水経路が少なくとも２箇所（防水壁部２１ａａと挿通ボス部１５）で遮蔽された
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経路となっている。これにより、発光表示部２０の周囲から挿通ボス部１５の内周側（挿
通孔１５ａ内）に至る浸水経路が、途中２箇所でＵ字形に屈曲されている。
【００３８】
　このため、発光表示部２０の上方から降り注いだ雨水や飲料水等の水分は、表示部２１
ａの周囲から下方へ張り出す防水壁部２１ａａにより遮蔽されて挿通孔１５ａへ直接浸水
することが防止される。防水壁部２１ａａで遮蔽された水分は、底面１３ａ上に流れる。
底面１３ａ上に流れて溜まった水分は、挿通ボス部１５に堰き止められて挿通孔１５ａ内
へ流れ込むことが阻止される。このように発光表示部２０に降り注いだ雨水や飲料水等の
水分は、防水壁部２１ａａと挿通ボス部１５によって遮蔽されることにより、挿通孔１５
ａ内への浸水が防止される。
【００３９】
　図５に示すように導光レンズ２１の２つの導光部２１ｂ，２１ｃの下方には、それぞれ
光源としてＬＥＤ（発光ダイオード）３１，３２が配置されている。２つのＬＥＤ３１，
３２は、当該充電器１の充電状態を制御するための制御基板３０上に搭載されている。一
方のＬＥＤ３１は赤色を発光し、他方のＬＥＤ３２は緑色を発光する。赤色のＬＥＤ３１
の発光は、左側の導光部２１ｂを経て表示部２１ａ表示される。緑色のＬＥＤ３２の発光
は、右側の導光部２１ｃを経て表示部２１ａに表示される。赤色のＬＥＤ３１若しくは緑
色のＬＥＤ３２の一方又は双方が点灯若しくは点滅することにより、バッテリパック２及
びその充電状態等の様々な情報が報知される。図１４に示すように制御基板３０は、下ハ
ウジング１２内に収容されている。
【００４０】
　図１１及び図１２に示すように下ハウジング１２の下面四隅には、設置用の脚部２３が
備え付けられている。各脚部２３は合成ゴム製で、円板形の本体部２３ａと、本体部２３
ａの中心から上方に延びる支持部２３ｂを有している。下ハウジング１２の下面四隅には
、それぞれ支持孔１２ａが設けられている。この支持孔１２ａに支持部２３ｂを弾性的に
押し込んで当該脚部２３が取り付けられている。支持孔１２ａの周囲には一段低い段差部
１２ｂが設けられている。この段差部１２ｂ内に本体部２３ａが位置している。強度的に
十分な厚さに成形された本体部２３ａが一段低い段差部１２ｂ内に取り付けられることに
より、当該脚部２３の強度を確保しつつ、本体ハウジング１０の設置高さが必要最小限に
抑えられて当該充電器１のコンパクト化が図られている。本体ハウジング１０の右側部か
ら電源供給用の電源コード２５が引き出されている。電源コード２５は、制御基板３０の
電源回路に接続されている。
【００４１】
　下ハウジング１２の下面には、壁掛け用の引き掛け孔２４が設けられている。引き掛け
孔２４は、下面の左右に一対設けられている。引き掛け孔２４は、円形孔部２４ａと縦孔
部２４ｂと横孔部２４ｃを有する鍵孔形状に形成されている。円形孔部２４ａは、設置用
の壁に設けたフランジ付き係合部のフランジ部を挿通可能な径で形成されている。縦孔部
２４ｂは、円形孔部２４ａの後部から後方へ延びる状態に設けられている。横孔部２４ｃ
は、円形孔部２４ａの左側部から左方へ延びる状態に設けられている。縦孔部２４ｂと横
孔部２４ｃは、フランジ付き係合部を挿通可能な幅で形成されている。
【００４２】
　壁の左右方向２箇所に設けた２つのフランジ付き係合部（図示省略）を、円形孔部２４
ａ内に挿入させた後、当該充電器１を下方（床側）へ変位させてフランジ付き係合部をそ
れぞれ縦孔部２４ｂ内に相対変位させることにより、当該充電器１を縦向き姿勢（バッテ
リパック２の取り付け、取り外し方向を上下方向とする姿勢）に設置することができる。
壁の上下方向２箇所に設けた２つのフランジ付き係合部（図示省略）を、円形孔部２４ａ
内に挿入させた後、当該充電器１を右方へ変位させてフランジ付き係合部をそれぞれ横孔
部２４ｃ内に相対変位させることにより、当該充電器１を横向き姿勢（バッテリパック２
の取り付け、取り外し方向を左右方向とする姿勢であって、電源コード２５を下側とする
姿勢）に設置することができる。
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【００４３】
　このように縦孔部２４ｂと横孔部２４ｃを有する引き掛け孔２４により、当該充電器１
を縦向き姿勢若しくは横向き姿勢の何れかを選択して壁掛け状態に設置することができる
。左右の引き掛け孔２４は、本体ハウジング１０内に貫通しない状態に設けられている。
図１１及び図１３に示すように下ハウジング１２の左右側部には、２重底部２６が設けら
れている。２重底部２６はそれぞれ下ハウジング１２の左右側部において側方に向けて開
口（開口２６ａ）されている。図１３に示すように引き掛け孔２４は２重底部２６の開口
２６ａにのみ貫通している。下ハウジング１２の成形には複合型の成形型を用いている。
当該下ハウジング１２の成形時に複合型のスライダを開口２６ａから型抜きすることによ
り２重底部２６が成形されている。壁掛け用の引き掛け孔２４が下ハウジング１２の内部
に貫通することなく設けられていることにより当該本体ハウジング１０の主として底部側
の防水性が確保されている。また、引き掛け孔２４が下ハウジング１２に貫通していない
ことから、当該下ハウジング１２に内装した制御基板３０を外部の静電気に対して保護す
ることができ、これにより制御基板３０の故障を未然に防ぐことができる。
【００４４】
　図１４には制御基板３０の全体が示されている。図１４では、脚部２３と２重底部２６
と開口２６ａの図示が省略されている。制御基板３０は下ハウジング１２の底面のほぼ全
面に被さるように取り付けられている。制御基板３０には、ＦＥＴ（電界効果トランジス
タ）３６が搭載されている。制御基板３０にはこのＦＥＴ３６の発熱を放熱するための放
熱板（ヒートシンク）３４が上方へ張り出す状態に設けられている。また、制御基板３０
には別の放熱板３３が搭載されている。この放熱板３３によって別のＦＥＴ（図では放熱
板３３に隠れて見えていない）の発熱が放熱される。
【００４５】
　放熱板３４には側方へ張り出す補助放熱部３４ａが設けられている。本実施形態では、
補助放熱部３４ａは変圧器３５の上方に張り出している。主としてＦＥＴの発熱を放熱す
るための放熱板３４に側方へ張り出す補助放熱部３４ａを設けることにより、当該充電器
１の高さ方向のコンパクト性を確保しつつその表面積を増大させて放熱効率を高めること
ができる。また、補助放熱部３４ａには放熱孔３４ｂが板厚方向に貫通して設けられてい
る。変圧器３５から発する熱が自然対流で上昇し、この放熱孔３４ｂを経て補助放熱部３
４ａの上方へ逃がされるように構成されている。実施例では２個の放熱孔３４ｂを設けて
いるが、この数はＦＥＴ３６と変圧器３５の温度によって適宜増減することができる。
【００４６】
　以上説明した本実施形態の発光表示部２０によれば、導光レンズ２１の防水壁部２１ａ
ａの内周側に挿通ボス部１５が入り込んでいる（凹凸嵌合されている）。このため、当該
発光表示部２０に降り注いだ雨水や飲料水等の水分は先ず防水壁部２１ａａに遮蔽されて
挿通孔１５ａ内へ浸水することが防止される。しかも、防水壁部２１ａａに遮蔽された後
段差部１３の底部１３ａに溜まった水分は挿通ボス部１５に堰き止められて挿通孔１５ａ
内に流れ込むことが防止される。
【００４７】
　このように、本体ハウジング１０の外部から挿通ボス部１５の内部（挿通孔１５ａ）に
至る浸水経路が防水壁部２１ａａと挿通ボス部１５により遮蔽されて、すくなくとも２箇
所でＵ字形に屈曲されていることにより、雨水や飲料水等の水分が本体ハウジング１０内
に浸水することがより確実に防止される。本実施形態によれば、従来のように導光部を挿
通ボス部に対して圧入することにより防水する必要はなく、また防水用のＯリング等の弾
性体を用いる構成ではなく、ラベルを貼り付けて防水する構成でもないことから、コスト
アップや意匠デザイン上の制約を受けることなく、発光表示部２０の防水機能を高めるこ
とができる。
【００４８】
　本実施形態の発光表示部２０によれば、挿通ボス部１５の上端面が表示部２１ａの下面
に当接されるよう当該挿通ボス部１５と防水壁部２１ａａの高さ寸法が適切に設定されて



(9) JP 6456767 B2 2019.1.23

10

20

30

40

50

いる。挿通ボス部１５の上端面が表示部の端面に当接していることにより、水分の浸水経
路が途中で塞がれた状態となり、これにより発光表示部２０の防水機能を一層高めること
ができる。
【００４９】
　本実施形態では、２本の導光部２１ｂ，２１ｃにそれぞれ挿通孔１５ａに対する圧入用
の圧入代として圧入凸部２１ｄが設けられている。圧入凸部２１ｄにより２本の導光部２
１ｂ，２１ｃがそれぞれ挿通孔１５ａに圧入されてその抜け止めがなされることにより導
光レンズ２１の本体ハウジング１０からの不用意な脱落を防止することができる。また、
導光部２１ｂ，２１ｃの外面に部分的に圧入凸部２１ｄを設けて圧入代とすることから、
全面当たり状態で圧入する構成に比してより小さな力で楽に導光レンズ２１を本体ハウジ
ング１０に組み付けることができる。
【００５０】
　表示部２１ａの上面には、導光部２１ｂ，２１ｃの延びる方向に直交する押圧面２１ａ
ｂが設けられている。このため、導光部２１ｂ，２１ｃを挿通ボス部１５の挿通孔１５ａ
内に圧入する際に、押圧面２１ａｂに指先を押し当てて圧入力を加えることにより当該導
光部２１ｂ，２１ｃに対して効率よく圧入力を作用させることができ、ひいては導光レン
ズ２１の組み付けを迅速かつ楽に行うことができる。押圧面２１ａｂは、導光部２１ｂ，
２１ｃの延びる方向（圧入方向）に対して直交していることから、押し当てた指先の滑り
止めの機能を持たせることができる。
【００５１】
　導光部２１ｂ，２１ｃの挿通孔１５ａに対する圧入代としての圧入凸部２１ｄは、当該
両導光部２１ｂ，２１ｃの対向側面であって、左側の導光部２１ｂの右側面と右側の導光
部２１ｃの左側面には設けられていない。このため、両導光部２１ｂ，２１ｃ相互のピッ
チ及び両挿通孔１５ａ相互のピッチについて高い精度で配置されていなくとも両導光部２
１ｂ，２１ｃを挿通孔１５ａに対してそれぞれスムーズに差し込むことができ、これによ
り両挿通ボス部１５の上端面を表示部２１ａの下面に確実に当接させた状態に組み付ける
ことができる。
【００５２】
　以上説明した実施形態には種々変更を加えることができる。例えば、２本の導光部２１
ｂ，２１ｃを有する導光レンズ２１を例示したが、１本の導光部、３本以上の導光部を有
する導光レンズに対しても同様の防水壁部を設け、かつ本体ハウジング１０側に挿通ボス
部を設けることにより、同様の防水機能を持たせることができる。
【００５３】
　表示部２１ａの下面周縁から防水壁部２１ａａを下方へ直角に張り出す構成を例示した
が、斜め下方に張り出して水分を遮蔽する構成としてもよい。
【００５４】
　また、発光表示部２０の光源としてＬＥＤを例示したが、本発明に係る防水構造は電球
を光源とする場合にも同様に適用することができる。
【００５５】
　さらに、例示した発光表示部２０では導光部２１ｂ，２１ｃに圧入代（圧入凸部２１ｄ
）を設けて挿通孔１５ａに圧入することにより当該導光レンズ２１を本体ハウジング１０
に対して固定する構成を例示したが、係る圧入凸部２１ｄを省略して導光部２１ｂ，２１
ｃを挿通孔１５ａに単に挿通させ、固定手段は別途接着あるいはビス止め等により行う構
成としてもよい。
【００５６】
　バッテリパック２をスライドさせて取り付け、取り外しする形態の充電器１を例示した
が、本発明はバッテリパックを差し込んで取り付け、取り外しする形態の充電器の発光表
示部にも適用することができる。また、バッテリパックの充電器に限らず、電動工具、発
電機等のその他の電気機器における発光表示部の防水構造に広く適用することができる。
【００５７】
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　上記したように導光部２１ｂ，２１ｃの圧入凸部２１ｄを省略する場合には、図１５に
示すように挿通孔１５ａ側に防水凸部１５ｂを設けることにより当該発光表示部２０の防
水性をより一層高めることができる。防水凸部１５ｂは、両挿通孔１５ａのそれぞれの内
周面の全周にわたって設けられている。導光レンズ２１の組み付け段階であって、両導光
部２１ｂ，２１ｃを挿通孔１５ａ内に挿入する段階で、当該両導光部２１ｂ，２１ｃはそ
れぞれ防水凸部１５ｂの内周側に圧入される。両導光部２１ｂ，２１ｃにそれぞれ防水凸
部１５ｂが押圧されることにより、挿通孔１５ａの口元から進入した雨水等の水分が当該
充電器１の内部（制御基板３０側）に進入することが防止される。このように、前記した
防水壁部２１ａａの防水機能に加えて防水凸部１５ｂの防水機能を併用することにより、
当該発光表示部２０の防水性をより一層高めることができる。
【００５８】
　防水凸部１５ｂは、挿通ボス部１５の上端から適度な間隔をおいた奥側に設けられてい
る。このため、防水凸部１５ｂは、導光部２１ｂ，２１ｃの根元（上端部付近）ではなく
、先端側へ適度な距離をおいた部位であって、両導光部２１ｂ，２１ｃのたわみ（弾性変
形）が許容される範囲に当接される。導光部２１ｂ，２１ｃの根元から適度な距離だけ離
れた部位に防水凸部１５ｂが当接されることから、両挿通孔１５ａのピッチと両導光部２
１ｂのピッチが精確に一致していない場合であっても、両導光部２１ｂはそのたわみによ
りピッチが変化することを利用してスムーズに挿通孔１５ａ内に挿入される。これにより
両挿通ボス部１５の上端面を表示部２１ａの下面に確実に当接させた状態に組み付けるこ
とができ、また、無理な力で両導光部２１ｂを挿通孔１５ａ内に押し込んだ場合における
表示部２１ａの破損等のおそれをなくすことができる。
【００５９】
　防水凸部は、上記例示したように挿通孔１５ａ側に設ける構成とする他、導光部２１ｂ
，２１ｃ側に設ける構成としてもよい。また、防水凸部は、挿通孔１５ａ側と導光部２１
ｂ，２１ｃ側の双方に設ける構成としてもよい。
【００６０】
　さらに、防水凸部は、導光部２１ｂ側若しくは挿通孔１５ａ側の何れの側に設けた場合
でも、挿通孔１５ａの口元から進入した雨水等の水分が本体ハウジング内にまで進入する
ことを防止する防水機能を備えている。このため、係る防水凸部による防水機能のみで当
該発光表示部の十分な防水を実現できれば表示部２１ａ側の防水壁部２１ａａ及び挿通ボ
ス部１５の何れか一方若しくは双方を省略してもよい。表示部２１ａの防水壁部２１ａａ
及び挿通ボス部１５の一方若しくは双方を省略することにより、導光レンズ２１の成形型
あるいは上ハウジング１１の成形型の簡略化を図ることができ、これにより当該充電器の
コスト低減を図ることができる。
【００６１】
　また、防水凸部は、導光部２１ｂ，２１ｃを挿通孔１５ａに挿入する際の抵抗となるこ
とから圧入代としても機能する。従って、導光部２１ｂ，２１ｃ側の圧入凸部２１ｄを省
略して防水凸部１５ｂを設けた場合であっても、防水凸部１５ｂの圧入代としての機能に
より、導光部２１ｂ，２１ｃは挿通孔１５ａに対して抜け不能に保持される。但し、前記
例示したように導光部２１ｂ，２１ｃに圧入凸部２１ｄを設けるとともに、挿通孔１５ａ
に防水凸部１５ｂを設けることにより、当該挿通孔１５ａ内における防水機能を確保しつ
つ、より強固な圧入を実現する構成としてもよい。圧入凸部２１ｄと防水凸部１５ｂを併
用する構成とした場合であっても、これらの弾性変形により導光部２１ｂ，２１ｃと挿通
孔１５ａの内周面との間の水密性（密着性）が確保されて当該発光表示部２０の挿通孔１
５ａ内における防水機能を十分に確保することができる。
【００６２】
　図１６には、本体ハウジング１０に変更を加えた充電器１が示されている。図１６に示
す本体ハウジング１０の上面であって、係合部１４ｈの前側には、排気口１６が設けられ
ている。この排気口１６からは、本体ハウジング１０内に導入された冷却用の外気が排気
される。図１７に示すように排気口１６の下方に冷却ファン１７が内装されている。冷却
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ファン１７は、概ね円板形のファンケース１７ｃ内にファン本体を内装したいわゆるシロ
ッコファンで、本体ハウジング１０の底部に起立状態で固定されている。
【００６３】
　ファンケース１７ｃの周面上部に吹き出し口１７ａが設けられている。吹き出し口１７
ａは矩形に開口されている。図１７において、ファン本体が反時計回り方向に回転するこ
とにより、本体ハウジング１０内の冷却風がファンケース１７ｃの側部から吸気され、そ
の後ファンケース１７ｃの内周壁面に沿って反時計回りに流された後、吹き出し口１７ａ
から上方を向けて排気される。ファンケース１７ｃの周面であってほぼ対向する２箇所の
側部に半円形の取り付け縁部１７ｂが設けられている。両取り付け縁部１７ｂにはそれぞ
れ取り付けねじを挿通するためのねじ孔１７ｂａが設けられている。両ねじ孔１７ｂａに
挿通した２本の取り付けねじによって冷却ファン１７が下ハウジング１２側にねじ止めさ
れている。
【００６４】
　冷却ファン１７の取り付け状態については、その取り付け高さをコンパクトにするため
の工夫がなされている。冷却ファン１７は、その周方向の位置についてその吹き出し口１
７ａの上端面を、水平に位置させた水平姿勢（図１８中二点鎖線で示す位置）から傾斜さ
せた傾斜姿勢（図１８中実線で示す位置）まで図中白抜き矢印で示すように周方向にずれ
た位置に取り付けられている。また、冷却ファン１７は、そのファンケース１７ｃの下端
を下ハウジング１２の底部にほぼ当接させた位置に取り付けられている。
【００６５】
　その結果、冷却ファン１７の下ハウジング１２の底部からの取り付け高さについて、吹
き出し口１７ａの上端面を水平に位置させた水平姿勢ではＬ0となり、吹き出し口１７ａ
の上端面を傾斜させた傾斜姿勢ではＬ1となっている。傾斜姿勢では、吹き出し口１７ａ
の右端部が最も高い位置に位置しており、当該右端部の高さは、右側の取り付け縁部１７
ｂの上端にほぼ一致した高さとなっている。このように、冷却ファン１７を水平姿勢から
周方向にずらしてその吹き出し口１７ａの左側ほど低くなる方向に傾斜した姿勢で取り付
けることにより、当該吹き出し口１７ａをより低い位置に位置させることができ、これに
より本体ハウジング１０の高さ寸法をコンパクトにすることができる。
【００６６】
　冷却ファン１７が周方向にずれてその吹き出し口１７ａの上端面が左側ほど低くなる方
向に傾斜した姿勢に取り付けられたことに合わせて、排気口１６の３つの壁部１６ａは左
側の壁部１６ａほど下方へ張り出し寸法が大きくなっている。これにより３つの壁部１６
ａの全てが吹き出し口１７ａに突き当てられて当該吹き出し口１７ａの傾斜姿勢が保持さ
れている。
【符号の説明】
【００６７】
１…充電器
２…バッテリパック
２ａ，２ｂ…レール部、２ｃ，２ｄ…端子受け部（電源接続用）
２ｅ，２ｆ，２ｇ…端子受け部（信号接続用）、２ｈ…ロック爪部
２ｉ…アンロックレバー
１０…本体ハウジング
１１…上ハウジング、１１ａ…傾斜面部
１２…下ハウジング、１２ａ…支持孔、１２ｂ…段差部
１３…段差部、１３ａ…底部
１４…バッテリ取り付け部
１４ａ，１４ｂ…レール受け部、１４ｃ，１４ｄ…接続端子（電源端子）
１４ｅ，１４ｆ，１４ｇ…接続端子（信号用端子）、１４ｈ…係合部
１５…挿通ボス部、１５ａ…挿通孔、１５ｂ…防水凸部
１６…排気口、１６ａ…壁部
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１７…冷却ファン
１７ａ…吹き出し口、１７ｂ…取り付け縁部、１７ｂａ…ねじ孔、１７ｃ…ファンケース
２０…発光表示部
２１…導光レンズ
２１ａ…表示部、２１ａａ…防水壁部、２１ａｂ…押圧面
２１ｂ，２１ｃ…導光部、２１ｄ…圧入凸部
２３…脚部、２３ａ…本体部、２３ｂ…支持部
２４…引き掛け孔、２４ａ…円形孔部、２４ｂ…縦孔部、２４ｃ…横孔部
２５…電源コード
２６…２重底部、２６ａ…開口
３０…制御基板
３１…ＬＥＤ（赤色）
３２…ＬＥＤ（緑色）
３３，３４…放熱板（ヒートシンク）、３４ａ…補助放熱部、３４ｂ…放熱孔
３５…変圧器
３６…ＦＥＴ（電界効果トランジスタ）
                                                                                

【図１】 【図２】
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